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会 議 録 

（嬉野市審議会等の公開に関する要綱第９条関係） 

 

   所管課 企画政策課 

会議名 

（審議会等名） 
第１８回 嬉野市塩田庁舎等利活用検討委員会 

開催日時 令和７年１０月１５日（水） １４：００～１６：００ 

開催場所 塩田庁舎 ３階３−２会議室 

会議の公開可否 ○可・不可・一部不可 傍聴者数 ０人 

公開不可・一部不可

の場合はその理由 

嬉野市審議会等の会議の公開に関する要綱第３条及び第４条により、非公開とす

る会議等にあたらない 

出席者 

委 員 

渡利委員長、坂口委員、秋吉委員、森（聡子）委員、永田委員、 

久野委員、尾形委員、宮﨑委員、中島委員、前田（直）委員、 

森委員、中村委員、田中委員 

事務局 

総合戦略推進部部長（小野原） 

企画政策課 課長（松本）、参事（奥山）、 

同課庁舎整備推進室長（笠原）、同室（島村、中尾） 

総務・防災課主任（辻） 

その他 東亜建設技術株式会社（４名）、市長 

会議の議題 ・塩田庁舎等利活用基本計画（案）について 

配布資料 
・塩田庁舎等利活用基本計画（案） 

・「塩田庁舎等利活用基本計画（案）」概要版 

審議等の内容 別紙のとおり 
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審 議 等 の 内 容 

（嬉野市審議会等の公開に関する要綱第９条関係） 

 

   所管課 企画政策課 

議 題 嬉野市塩田庁舎等利活用検討委員会（第１８回） 

内 容 

① パブリックコメントへの意見と回答 

② 住民説明会の報告について 

③ 概要版について 

④ 今後について 

審議経過 

事務局 

 

 

 

 

 

 

市長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改めまして、皆さんこんにちは。本日は公私ともにお忙しい中にお集まりい

ただきまして、誠にありがとうございます。ただいまから第１８回嬉野市塩田

庁舎等利活用検討委員会を開催いたします。本日は、前田（純）委員と諸岡委

員から他の用務のため、欠席との連絡を受けております。 

続きまして次第２、市長あいさつとなっております。 

本日の委員会開催にあたりまして、村上市長がご挨拶申し上げます。 

 

皆様、改めましてこんにちは。本日第１８回嬉野市塩田庁舎等利活用検討委

員会、委員の皆様におかれましては、ご多忙の中にご参加いただきまして誠に

ありがとうございます。そして、この１８回に渡るこの検討委員会の中でも、

本当に皆さんに地域の思いを伝えていただき、こうして今日ご説明させていた

だく基本計画の成案等々に結びつけることができました。本当に委員の皆様に

おかれましては、心から感謝を申し上げたいと思います。ずいぶんご苦労もな

されたことだと思っております。敬意も重ねて表したいと思います。こうして

基本計画を策定する最初の出発点は、今、建設が進んでいる市役所の新庁舎建

設が起点となるかと思いますけども、特にこの塩田地域の皆様から行政サービ

スの利便性の低下に対する懸念、「本当に活気が失われるのではないか」と、

街の存続もかけて本当に厳しいお声も含めてたくさん承ったところです。私た

ちとしましても、その思いにきっちりと応えていく。そして、むしろ今よりも

活気に満ちた、この地域の拠点となりうるような計画にしていこうと、皆様と

協議を重ねてきたところです。特に行政サービスの観点につきましては、国の

モデル事業採択も受けまして、熟練の職員を配置して、全ての手続きを、この

近くの拠点で完結のできるような窓口のあり方を今目指しています。現状、下

水道課とか建設課とか嬉野の庁舎にしかない部署・課というものあり、そうい

ったときには、やむを得ずそちらの方をご案内することもあるわけですが、今

回こうした国のモデル事業を使うことによって、すべての業務課とオンライン

でつながることができ、この地域で完結できるように、そして、前よりもむし

ろスムーズに職員がコミュニケーションしながら手続き申請を完了できるよう

な、きめの細かいサービスも付加価値として加えてまいりたいと考えていま

す。 

合わせて、この新たな賑わい創出ということでも、先日の全体説明会の中で

もたくさんの思いをいただきました。特に、次世代の子どもたちの集い、そし

て元気に声を上げる場所を作ることによって、このまちの賑わい、また次の世

代を予感させるような空間に移行していきたいというふうに考えており、また

いろんな民間の知恵をお借りしながら、この地域の活性化の起爆剤として、私

どももしっかりと運営、サポートできるように頑張ってまいりたいと思ってい

ます。 

もう一つの機能として、アクティブシニアも含めた皆様の活躍の場や、また

歴史、文化、情報発信拠点としても活用して参ろうかというふうに考えてお

り、公民館機能と合わせたところでの、この役割も検討いただいたところで

す。この塩田津のまちは、長崎街道宿場町として栄えた歴史もあります。様々

なひと・もの・文化が行き交う中で、人々と交流しながら発展してきた塩田の
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町でもあります。その地勢、歴史的背景を施設の設計思想の中にしっかり盛り

込んで、皆さんが喜ぶ、そしてこの地域に住んでよかったという実感を伴うよ

うなものに今後ともしてまいりたいと思います。 

今回、委員会としては最後にはなりますけれども、その先も設計、また実際

の施工に入る段階でも、委員の皆様から忌憚のないご意見や、また地域の皆様

からの考え方など、私どもにお寄せいただけると本当に幸せであります。私ど

ももこれからしっかりと、皆さんに作り上げていただいた将来ビジョンを形に

してまいりますので、どうか今後ともよろしくご指導のほどお願いし、また、

これまでの皆様のご発言、ご提案に心から感謝を申し上げて、私からの冒頭の

ご挨拶に代えさせていただきたいと思います。本当にありがとうございまし

た。 

 

市長は、他の公務のため、ここで退席させていただきます。 

 

次第３、委員長あいさつとなっております。渡利委員長お願いします。 

 

改めまして、皆さんお疲れ様でございます。本日は最後の委員会となる予定

でございます。皆さんの約２年にわたる検討の結果がこれにまとめられており

ますので、最後までしっかりとご意見等があれば出していただければと思いま

す。早速よろしくお願いいたします。 

 

それでは次第４、協議検討事項について渡利委員長お願いいたします。 

 

本日の検討事項については、まず、①塩田庁舎利活用基本計画(案)パブリッ

クコメントへの意見と回答について、事務局の説明をお願いいたします。 

 

【事務局による説明】 

 

基本的には、パブリックコメントで寄せられた市民の方の意見に対する回答

の案ということになりますが、市民の方の意見も含めて、回答についてもご意

見がある方はお願いいたします。また、質問もお願いします。 

最初に一点だけ私の方から申し上げます。Ｇの質問で、回答が「安全が確保

できない」とあるのですが、これは車の行き来はどうなっているのですか。駐

車場から歩道橋か何かで中学校に渡すという意味ではないという解釈でよろし

いですか。 

 

このご意見は１階部の駐車場から直接中学校前に降りるというようなイメー

ジになっています。 

 

質問はそのイメージでよろしいですかね。わかりました。それは結構大変だ

けど、歩道橋ぐらいならと思った次第でした。すみません、大丈夫です。 

こんな感じで質問の意見と回答の差異がないかとか、もしくはご意見に対し

て、今後これはぜひ検討につなげて欲しいとかご意見をお願いします。中には

かなりハードルの高いご意見もあるようですけれども、パブコメの意見という

のはそういったものです。 

 

区長の方にいろいろ資料を配布していただいているようなのですが、私は区

長代行で出ている立場で、区長の方から私の方に相談がありまして、この資料

を送って、「区で説明してくれ」と言われても、説明会に出席もしてないし、

いろんな面でこれをすべて読んで理解をして説明するのはちょっと不可能だと

いうふうなことで非常に困っているという相談がありました。せいぜいパブリ

ックコメントで配られたこの資料あたりを、各区は難しいとしても回覧ぐらい

に回すなど、ある程度「これだけやってますよ」ということで、区長に資料を

渡す必要があると思います。委員として私どもの名前がこの中に入っておりま

したので、ちょうど説明会の時、農繁期でどうしても来られず、このような状

況で非常に困っているという区長がおりまして、そういうご意見がありました

ので、できましたら次回からで結構なので、回覧としての声を回すというふう
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な対応まで取っていただければ、区長あたりは若干責任が楽になるのかなとい

うふうには思っております。 

市としては「いろんな意見があれば言ってください」ということで、防災無

線も使われて放送等もやっておられました。説明会の時、私も出席をしました

けれど、いろんな貴重な意見が出て、事務局としては的確に回答されていたと

いうふうに私は個人的には思っております。 

ただ、本当にいろんな意見が出る可能性もまだあるし、「まだ大丈夫です

よ」というようなことを先日も言われていますので、一応これが案ということ

で、もう一回周知される必要があるのではないかと思っているのですが、いか

がでしょうか。 

 

前回の基本構想の時も、この概要版の方を全戸配布させていただいておりま

す。当時は、基本構想は塩田の方がメインでやるということで、塩田の方に全

戸配布、嬉野の方は割愛させていただいたのですが、今回状況もだいぶ変わっ

てきており、嬉野も塩田も全世帯に配布しようというふうに思っています。時

期ついては、前回の基本構想も議決事項ということで議会の方に上げておりま

したので、そのあたりを加味して、時期はこちらに任せていただければと思っ

ています。 

 

わかりました。 

 

付け加えというか、私もちょっとご意見を申し上げたいなと思っているの

は、実はいろいろコミュニティでもこういう説明をされたのですが、「説明が

なかなかしにくい」「どう言っていいかわからん」という部分も出てくると思

います。配布も大事だと思うのですが、例えば、区長さんにこれを配布したか

らといって、これだけ細かく書いてある中で、これを見てわかるかなという感

じが致します。だから基本的にはその地域の代表である区長さんには、せめて

塩田町内区長さんを集めて説明すべきかと私は思います。というのは、配った

後の説明も区長さんにしかいかないと思いますから、区長さんが答えきれない

と思うので、せめて「こういう話やったよ」っていうことを伝えられるように

あって欲しいし、こちらの方がせめてそういう手立てを打つ必要があるという

感じがいたします。そうしないと、これを配っただけでは、多分一般的な人に

はわかりにくいかなと思います。私はこうやって会議に出ているからこういう

ことが書いてあるとわかるのですが、これを配っても普通の人は多分わからな

い。これを配っても肝心な人が見て、答えられるような体制は、やはり区長さ

んが代表である以上は一つすべきというような感じがいたしますので、せめて

塩田の区長さんくらいには話を１回して欲しいなと思うところです。 

 

事務局お願いします。 

 

前回の案を委員会の中でまとめ上げて、今後、嬉野塩田含めた市民の方にど

のような説明をしていくかについては、構想の時からどういった形がいいだろ

うかというような形で進めてまいりました。また設計に入ったらもう一つ深い

ところになってくると思いますが、今回の基本理念としては、もう議会決議を

いただいておりましたので、その内容を、この間の９月２６日にご意見やパブ

リックコメントに関する市からの説明会を「こういった計画を今作り上げてい

ます」といった思いで、塩田の公民館でさせていただいたところです。そして

今後、例として大草野地区に関しては自発的にそういった会を設けていただく

か説明等もされたりもしておりました。 

そういった中で、今後の区長さんを集めての説明は、今のところ考えており

ませんでした。住民説明会の場で、その内容を説明して理解をいただくという

ような趣旨で開催をしましたので、これに加えて説明の必要があるならば、ご

相談をいただくとか、説明の仕方については検討が必要だと思っていますが、

現時点で区長説明会を行うところまでは決めていない状況です。議会のことに

ついては、市民の皆さんに内容等について知ってもらうべきだというような意

見もありますので、設計段階も含めて、いろいろなご意見を聞く場を検討した

いと思います。 
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このパブリックコメントの中にも出てきましたけれども、賑わい創出の子育

て支援をどのように行うのかという部分もありますので、まだ今後意見を聴取

しながら検討していきたいと思います。あと、運営に関しても結構意見が出ま

した。施設を造ったのはいいが、そこの運用の仕方が問題ではないかというこ

ともありましたので、その辺も今後の課題になってくると思います。その辺で

また説明の機会も出てくるのかと考えております。今後の市民の皆さんからの

ご意見は都度いただきたいと考えておりますが、現時点で区長さんを全部新た

に集めてというのは今のところを考えてないところです。 

 

よろしいですか。 

 

まあ一応基本的には、これをもらって答えきれないままの区長さんはおられ

ると思います。私たちはあの時の会議のことだったと理解できるけれども、こ

うやって熟読できるかわからない。せめてその区の代表の方にしか尋ねること

はないと思うので、配る以上はそこまでは本当は抑えて欲しいなというところ

です。そうしないと、区長さんは説明しきれないと思います。「これは聞いて

いない」で終わってしまう。市に直接聞いてくださいという話にしかならない

と思うから、本来は、その市民全体の理解となれば、そこは必要かなと感じて

います。 

 

今後の事務局の対応をお願いします。 

 

関連していいですか。今、区長さんに対する説明等のご意見があったと思い

ます。課長さんの方から大草野については説明会をしたということをおっしゃ

いました。実は、私どもはコミュニティの推薦ということで、委員会に参加を

させていただいています。その中で、一応基本計画もそうですが、もう一つの

前の基本構想あたりから１８回ということで今まで来ました。１８回参加をさ

せていただいていますが、今回が最後ということで、一応事務局の方から「地

元に対して説明をして欲しい」という話があり、「じゃあしましょう」という

ことになりました。全体で、最初呼びかけがあったのは、各区の区長さん、プ

ラス各区から２、３名ということで、嬉野の２地区まで含めて９地区ありま

す。それとコミュニティの役員の方を含めて募集、いわゆる参加要請がされて

いまして、実質的には３２名の参加ということで聞きました。 

いわゆる基本構想の段階から、それと基本計画の概要版等使って、一応私の

方で説明をさせていただきました。そして区長さんとか、あるいは公民館長、

そういう形で一応は区の方に、それぞれ地域の方に説明をさせていただいたと

いうことで、一応関連して報告をさせていただきたいと思います。以上です。 

 

それに対しても意見があるのですが、私もこの検討委員会に途中から入っ

て、もう今回が最後ということで思ったのですが、この会に来るとき、佐賀新

聞のひろば欄「居心地のいい空間」をという、佐賀市本庄小学校６年生、林瑞

穂さんが書いているのを時々見ていました。簡単に説明すると、「佐賀市に居

心地のいい空間が増えるといいと思いませんか。佐賀市には、一昨年、佐賀サ

ンライズパークがオープンしました。しかし、そんなに気楽にくつろげる空間

ではないし…」、まだいろいろあって「年齢に関係なく自由に過ごせて楽しめ

るような場所が居心地のいい空間だと思えるのではないかと思います。また、

私はそういう居場所ができたら、地域の人で触れ合ったり、友達と勉強会をし

たりして過ごすといいのではないかと思いました。私は居心地のいい空間がで

きることで、笑顔になる人が増え、たくさんの幸せが増えていくのではないか

と思います」。このような６年生の文章を見て、本当に僕らはこのような子ど

もたちの意見に対して対応してきたのかなと思っております。というのが、ど

ちらかといえば、結論を出していかなければならない、行政の線路の上を私た

ちは歩いていくような形になってきて、もうちょっと私たちも考えなければな

らなかったのではないかと今思っております。その点で言えば、パブリックコ

メントの意見Ａの中で、「これからどんな時代を迎え、どんなに人口が減って

いって、もう３万人あったのが２万４千人になっている。人口減と労働力人口

の減少により、行政区が成り立たなくなる事態や身近な商店消滅、社会インフ

ラの維持困難が予想される」。この中でちょっといろいろ大事なことを書いて
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おられますが、「現在、中央公民館を３階に持っていくということですが、集

まる、交流する、学ぶという公民館の役割に良くないのではないか。超高齢化

社会における公民館はアクセスがよく気軽に子供から高齢者までが集う明るい

施設であることです。その意味で地域交流スペースを兼ねて庁舎の外に平屋建

てで建築して欲しい。」と書いてありましたが、やはり公民館施設というの

は、もっとみんなが、住民が集まれるような施設にしないといけないと思いま

す。今、私たちは３階におりますけど、生け花とかそういう分類は、こういう

会議室でもいいと思いますが、やはりみんなが集まって、音楽の練習をした

り、ダンスの練習をしたり、いろんな場所で委員会とか区長会みたいにすぐ集

まれるような、生きた施設を平屋で、委員長にも言いましたが、木造でいいか

ら見かけのいい施設を作って欲しい。階段下の辺りに木を植えたりして、誰が

利用するのだろうと思う。やはりみんなが利用しやすいようなものを作らない

と、住民のまとまり自体がなくなっていくと思います。塩田でまとまりのある

ものは、何でもなくなってきたでしょう。花火はあっていますが、夏まつりの

踊りも中止になったし、やはり塩田町の時は、もっと塩田で集まる機会があっ

た。それがいいかどうかは別としても、遠方に行ったら、もう行かなくてもい

いとなってしまう。もっと地域の住民が使い勝手のいいような施設を広くなく

ていいから、そこの公民館の土地に作って欲しい。私は今でもそう思っていま

す。皆さんがどう考えられるか、ちょっともう最終的なことですけど、でもこ

れだけは言わせてください。皆さんの意見をお聞きしたいと思います。 

 

これは事務局というよりは、皆さんの意見を聞きたいということですか。 

 

皆さんにも事務局にも言っている。 

 

委員の意見は最終の取りまとめとしては面白い発想かと思います。いろいろ

市とか、ここが災害浸水地区であるとか、いろんな課題がある中で、今の委員

のご意見を、皆さん「そうだね」とか、「いやいや、そうは言っても」とか、

ご意見がある方は、ご意見を賜った上で、最後に事務局また総括の方をお願い

します。 

 今の話を要約しますと、意見Ａの方も平屋というキーワードがありますが、

委員としては、公民館とか時代に即したものとしては、平屋の施設を作っても

らった方がいいのではないかというご意見と、これを今後、基本計画から設計

に移るのですが、もしかしたら設計段階で作ってくれるのではないかというよ

うな期待も込めてのご意見かとは思うのですが、皆さんどのような考えをお持

ちか言っていただきたいです。最初に私が言うのはあれかもしれませんが、私

が以前に委員から「平屋はどうですか」という時に答えたことを先に皆さんに

言っておきますと、「ここは浸水区域でして、災害が甚大化した時に平屋の木

造っていうのはどうかな」と、当時確か委員にはお答えしたかと思いますの

で、まず私は単純に物理的にその意見を言いましたので、先にご報告しており

ます。その中でご意見を賜れればと思います。 

 

私も公民館そのものはもう改築せざるを得ない、解体せざるを得ないという

状況になっている中で、そこにもう一個平屋を立てるということになると、２

階建てじゃなければ結局、基礎から全部もう一回やり直さないといけない。下

はまた今の状態に戻して、その上に平屋を建てないといけないということで、

今の状態で建てるとすると建設費がものすごくかかる。もし平屋で建てるとす

れば、他にも下に駐車場があります。そこで建てるかどうかは、場合によって

は検討するに当たるかもしれないけれども、下の今の公民館の敷地のところに

建てるということになると、ちょっと難しいのかなと思う。 

 

それは執行部がどれだけ費用がかかるか計算するから、こっちで早まって理

解する必要がない。その時また考えればいい。 

 

もし必要だとすれば、そういうやり方もあるのかなと思います。ただ、今か

ら人口がどんどん減っていく中で、そういう建物を今から増やす必要があるの

かというのも、維持管理含めてそういうものを考えないといけないのではない

かと思いました。今、庁舎がそれだけの収容能力があるということになってい
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る。確かに利便性は、今まで１階でいけたのが、３階まで上がらなければなら

ないということがあると思いますけど、そこら辺はエレベーターを大きくする

など、やり方はあるとして、建物、ハコモノをどんどん増やしていくのはどう

かなという気はしています。 

 

それは私も人口減少が進んできていると分かる。でも、まとまりのある場所

を一つぐらいは、全部嬉野に持っていくから、塩田にも一つぐらい住民が集ま

る場所が欲しいということを私は言っております。 

 

だから、それをここの中でどうするかを検討してもらった。 

 

委員がおっしゃったので言わなければいけないと思いますけれど、案が出て

から、「ああ、もうこの感じで行くのかな」と思って、あんまり意見も言わな

かったのですが、やはり「賑わいがある」ということがアンケートなどどこで

も出てきて、「賑わいを創出できる空間を」とか、そのようなものはいろいろ

出てきたのですが、この案ではあまり賑わわないと思っています。子育てがし

やすいとか、それはどこの市町も一生懸命やっているので、それで他の市町か

らやってくるというのはあまりないと思います。どこでもやっぱり子育てには

いろんな支援をしていますので、それが目玉になるとか、活性化になるとかは

あまり思わない。それより中抜けしているような、地域に本当に今住んで、働

きながら頑張っている人たちが集まるような施設とか、前も言ったように庁舎

の真横に、明るくて、エアコンが効いて、夏はそこに入って子どもたちもゆっ

くりできたり、大人もそこで涼んだりできるようなこととか、目玉でそういう

風なのがあったら行きやすいかなと思う。賑わい創出というのは、イベントを

しないと賑わないのは本当の賑わい創出じゃないと思います。やはり建物があ

って、そこが使いやすいとか、居心地がいいから行きたいというものが、この

塩田庁舎をどうするかという案が出た時に、あんまりないのではないかという

気がしております。この間の説明会でもいろいろな意見が出た中で、意見はま

だまだ聞いていきますということは言われましたが、この案に沿って進めてい

くなら、建物が増えることはないだろうし、あまり大きく変わらないと思って

じっとしていました。やはりどのような塩田庁舎の利活用をと言われたら、本

当に委員が言われるように、一般に住んでいる人みんながそこに行きたくなる

ような施設を一つは作って欲しいと思います。集約のことでこの施設はこれが

一番合理的とか、公民館を仕切る必要があるというのは、部屋の問題ですよ

ね。会議室で公民館的ないろんなイベントをしたり、人を寄せたりするのは、

３階は不自由だと思います。エレベーターの移動の問題じゃないと思います。

趣味の人たちが集まるのは３階でもいいだろうけれども、本当にそれで公民館

的な活動ができるのかという気はします。最初の質問で、これからの塩田はど

うなっていくのかを踏まえた理念を書いて欲しいという意見がありましたが、

それについてもサラッと対応しており、あまり理念とかは書かれてないという

気がしております。 

 

他にいいですか。事務局に戻させていただいていいですか。どうぞ。 

 

Ａの意見の中で、最初は「地域防災計画が市民の意見を全然反映してない」

というのがあったと思うのですが、ここから嬉野庁舎が本舎になった理由の中

の１つは水害が危ないことです。では、その水害対策をちゃんと市は考えてや

っているのか。この方は、別の意見で多分「そこが氾濫するから、そこの水は

けが良くなるように」と意見を言ったけど、それが通ってないということをお

っしゃっており、実際はこの庁舎とは関係がないかなという感じがいたしま

す。 

それは別としても、今言われたように、「この庁舎をどうするか」というこ

とからしか始まっていなくて、その後もその話でずっと終わってきているわけ

です。それで、費用的な面でも基本的には平屋建ての施設ができればいいと思

いますが、それが現実的に今までの話し合いの中でベースじゃないから、「こ

れ以上話ができるのかな」と思いながら聞いていたところでした。あったらい

いとは思うのです。 
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ただ、基本的に子育て支援など、どの方たちの公民館にしても、やはり誰で

も１階に行けたらいいというのは本当の意見だと思います。けれども、この建

物を生かすのには、私たちが検討を重ねる際に３階に公民館機能があるような

利用の仕方しかないという感じがしています。平屋建てと言っても、予算的に

できるのかという問題が絡んでくるかなと思います。平屋建ても少しは必要だ

と思うのですが。 

１階の利用はどうするかという検討も当然今からです。昨日、中学校の教育

委員もしているので、その会議の中で「中学生あたりはここを利用できるので

すか」というご意見をいただきました。学校としては利用できるのはいいけれ

ども、やはり全体的に考えても、五町田はコンビニとかがないからここまで来

ないと利用ができないわけです。だから必ず必要だというのが一つあります。

一番の欠点は、子育て支援と公民館機能は発展するけれども、小城でやったよ

うな小中学生、若い人が集う場所となった時に、１階のロビーぐらいしか考え

られないことです。全体の構想の中で考えると、その辺がもう少し改善すれ

ば、もう少し若い世代も入って来られると思います。だから、この答えでいけ

ばもう平屋については、そこまで金をかけられないと思いながら、あればいい

なと思っているところです。 

 

私も公民館というのを最初から言っていましたが、具体的に外構で図書館と

の連絡通路のデッキの設置、広場化に伴う費用で２億４，２００万円予算があ

って、その中からできないかなと思って私は言っております。 

 

他にご意見はありますでしょうか。 

 

追加でいいでしょうか。子育て支援機能の関係でお尋ねいたします。一応、

小学校、中学校、大きな子どもさんたちも入れるような施設であれば、利用さ

れるのかなと思っています。ヒアリングを予定されておりますので、その辺の

こともお尋ねされてお願いしたいなと思っております。 

そして、意見Ｅの方で、「子供連れが雨の時に傘をさして移動しなくてはい

けないのが大変だ」とありますが、地下の駐車場を利用すれば傘を持たずに地

下から上へあがれますよね。そういうところはご案内で見てもらえれば解決す

るのではと思っています。小中学生を平日に連れてきてガヤガヤされた場合

に、社協事務所を囲まれることになれば、いろんな困窮世帯の方などがお見え

になるから、社協としてはちょっと小中学生には無理かなという考えを持って

おります。 

 

そうですね。委員の意見もあり、皆さんの言われることが非常によくわかり

ます。確か基本構想の時に１回、委員の方から社協を作って欲しい等ありまし

たが、先ほどおっしゃった通り、最初の目的はこの庁舎の利活用というところ

から始まっています。一般論として建物を造る時に、その建物がベストかどう

かは分からないです。平屋の公民館がいい人もいれば、災害のことを考えると

平屋の公民館はだめだという人もいるかもしれません。なので、建物を造るに

あたって、今回の利活用では基本構想、基本計画、設計、詳細という段階をや

るわけで、新しく造るとなると、今回の増築以上の検討が必要になる。一番厄

介なのは造ったけど誰も使わない。そういうところがあるので、段階としては

今の基本構想、基本計画を詰めていく中で、「こう利活用した上で、やはりあ

った方がいい」というステップを組む方が造りやすいのかなとは思います。た

だ、委員が言ったように、それがいいという方もおられる以上は、今後の基本

設計の中で意見が出たときに、委員がおっしゃったとおり２億円のお金をそっ

ちに回すこともあり得るのかなとか、むしろその間に何か造るかとかですね、

ちょっとそういう点は難しいですが、そういったことが今後の基本設計の中で

活かされるように、そういう意見もあったということで、今回はよろしいです

か。とりあえず、その意見というのは非常に重要な意見ではあると思う反面、

実現するにはかなりのステップが必要です。新しいものを造っていくことはな

かなか難しいので、そういうことをご理解していただいた上で、ただ基本設計

の時に、せめてドーム屋根を造って、その中にガラスの部屋を造ってクーラー

を効かせるとか、基本設計の中で何かアイデアが出てくるかもしれない。事務

局ここで意見をお願いします。 
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最初に「居心地のいい空間」ということで、使いやすいような施設にして欲

しいというお話をいただきました。塩田庁舎についてはお話があったような空

間にしていきたいと思います。その空間を作るのを建物全体で取り組んでいく

ということで、１階に誰でもいつでも気軽に来ていただいて、いろんな使い方

をしていただいてもいいというスペースを「居心地のいい」スペースというこ

とで設けよう思っております。 

それと、勉強のお話も出ましたけれど、塩田図書館の方で勉強するのに、ち

ょっとうるさいという話もありましたので、静かな空間と少しお話をしながら

学習をする空間を作るために、３階の眺望がいいところにも集まれるスペース

を設けようというふうに思っています。イベントを単発的に行うことでも賑わ

いは生まれるのですが、日常的な賑わいをするためにどうすればいいのかとい

うのは、私たちもずっと考えているようなところです。 

この後にも説明会についてどういう質問があったのかをお話ししようと思っ

たのですが、説明会の中でも「活動を今までずっとやってきました。」公民館

がなくなると思われている方もいらっしゃったのですが、保健センターの方で

健診がないときには自由に使っていただける社会教育活動や子育ての活動、そ

の他にもファミリーサポート事業など、いろいろな活動を行っているので、

「高齢者とかが集まれる場所とかありませんか」ということがありましたが、

そういった使い方をしていただくことも可能という話をしました。 

１階について委員からもありましたが、この話は以前もあったように、「１

階は窓口があった方がいい」というお話で、この委員会でも見ていただきまし

たので、１階に窓口とデイサービスの方を設けて、その他のスペースを有効に

使うためにはどうした方がいいということで、３階に公民館を設けているとい

う形になっています。 

平屋の話については先ほど委員長からもあったように、塩田庁舎とその周辺

施設の利活用ということで、費用的な面も考慮して、今ある機能を有効に活用

するためにはどうした方がいいのかということで、最終的に計画の中で検討し

ていきたいと思います。そのため、今回の塩田庁舎等利活用についてはこうい

った形の計画とし、必要な機能が別途出てきたということであれば、前回もお

話をした通り、新しい建物は別の話として検討していければと思います。 

今現段階で、建物の建設費がかなり高騰しており、㎡当り８０万円程度とい

うことで、大集会室を造るとなると４００㎡ちょっとということで、３億円を

超えるという状況です。 

現在の嬉野市は、公共施設を集約しようということで、公会堂とか社会体育

館、体育館、公民館等を集約して数は減ってきています。必要なものは、その

時々で検討していくということで考えておりますので、今回の利活用について

は、そういった形でご理解いただければと思います。 

それと、委員からもありましたように、意見を今後聞いていくという話は、

確かに各団体さんの方にさせていただきました。あった意見としては、実質的

な詳細な機能、例えば「調理室にこういったものが欲しい」とか、子育て支援

の中で、「どういうふうな子育て支援施設にしたいか、子育て世代でも聞いて

いただけますか」とか、社会教育活動のようなものを企画するときに「どうい

ったところでやればいいでしょうかとか」「どういうやり方があるでしょう

か」というところは、今の計画の中で対応できることであって、一緒にお話を

聞きに行きますし、これから基本設計をしていく中でお話をします。新しく何

かを造るというお話を聞くということではないことをご理解いただければと思

います。 

それと一番上の質問であったように、理念、目的、それと戦略について、理

念はこちらの方にも記載をさせていただいているように、「人と人がつなが

る」という理念とコンセプトの方針ということなので、こちらの方は「作って

いない」と言われていますが、事務局としては、元々の考え方が庁舎のあり方

検討委員会の段階から塩田庁舎の利活用について検討しており、まちの特性を

生かした塩田庁舎の利活用ということで、それを具体化するためのコンセプ

ト、方針でさせていただいていますので、本計画については委員の皆さんに検

討をしていただく中で、こういった計画になっていますということです。 
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なんか、よくわかりません。全然わからない。わかりやすく言わないと、言

葉で飾っても何を言っているのかわからない。 

 

「居心地がいい空間を作りたいと思っています」ということで、場所だけ作

るということではやはり良くないということです。そこに行けば何かがあって

いる、今日も何かしているというふうなところで、地域の皆さんと一緒に活動

をしていきたいということです。 

 

自分たちがしたい場所を作る。それが違う。 

 

そこを一緒に作る。公民館活動というのは、自分たちがしたい部分を自分た

ちでやるという形で一緒にやっていくというのが多いですね。 

 

もともとここに来た時、市長が言われたことを覚えているのですが、やはり

「嬉野には新庁舎が建って、塩田の方は利活用をするけど、塩田の方が良かっ

たと言われるような施設を目指して検討してください。」と言われたと思いま

す。そういうことだと思って参加していました。最初に見せられたものは、い

ろんな町村合併で大きい施設が空いて、そこをどう利活用するかという全国的

な良い案を見せられて、「ああ、そうか、あんなことをされるのか」とか「こ

ういうもんあるんだな」と、最初そういう勉強をさせられたと思います。そう

いうふうに考えて頑張るのかなと思った。基本的に，中央公民館が老朽化して

ダメだったらそこは中央公民館を建て直せばよかったと思います。結局、中央

公民館が老朽化して危険だからといって、それを全部入れなければならないの

で、ほとんど画期的なものはできないというのが正解だったのではないかと思

います。入れなければならないものがたくさんあって、向こうに庁舎が建つな

ら、こっちに公民館ぐらい新しく建てて良かったのではないかと思ったりしま

す。そしたら、例えば３階を上映ができるような大きいスタジオだとかいろん

なことが考えられたはずなのに、結局は中央公民館を潰すので、それをここに

入れて、制約がある中で賑わいを創出するなど、いろいろ頭を使わされたが、

出てきた案はこういうことですよね。そしたら何のために委員を集めて、人の

話を聞いていたのか、最初に何を教えたのかと言いたくなると思います。 

 

ここまで議論を積み重ねてきた段階でそういった意見が出るのは、私たちと

しては本来これまでの過程で議論していただきたい内容であったと思っていま

す。正直に言って、なぜ今、この話が出るのかという戸惑いがあります。これ

までも委員会があったのですが、そこでも意見をいただく場は十分にあったと

認識しています。 

私たちのスタンスとして、一番初めに多分市長が言われたと思いますが、嬉

野の新庁舎は賑わいの場ではなく、市の庁舎として建設します。それは行政機

能の統一をして行政面の効率を良くするためということですので、嬉野ばっか

り施設を造っていると思うかもしれませんが、社協や公民館等の解体など、た

くさん統合をしております。 

そういう中で、全体的な地方自治体の流れとして、公共施設の統合という課

題がある中で、「塩田庁舎はまずここに公民館機能をすべて入れましょう。」

という前提からは始まっていないはずです。そこは皆さん、賛同いただけるの

かなと思います。 

事務局としてはこれまで共通認識を持って進めてきたという思いでおりまし

たので、これまでの委員会の進捗を否定されるようで非常に残念に感じていま

す。そういうことではなかったということでやってきましたので、今そこを言

われても戸惑ってしまうような状況ではあります。 

 

途中から入ったので、その辺は分かっていないのですが、「戸惑っておりま

す」「うまくいかんやった」「今頃言って」って、このような意見があるのは

当たり前でしょう。なんでも計画通りには進みません。その中であなたたちが

住民の意見を最後に言っておいた方がいいというから言っているわけです。た

だ、ここまで決めたことに対して、「それで大丈夫？」と私は言っているだけ

であって、委員長もおっしゃったように、私は単純なことを言っているだけで

す。でも地方自治にとって大事なことだと思うから頑張って言っているのです
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けれど。ただ、うまくいかなくてもいろいろな声があるのは委員会としていい

ことだと思います。その中で、今事務局も委員長と話し合って、落としどころ

を考えていくと思いますので、また頑張ってください。なんでも決められたこ

とをする人ばかりではない。やはりいろいろな人がいるので、そこは理解して

ください。 

 

今回この計画、基本構想もそうですけれども、市民や団体の皆さんの代表を

お集めして行う委員会は、ある程度市が用意した分を承認いただくというパタ

ーンもあります。 

 

でも今回はいろいろ庁舎統合の話から行政の機能をどうするかという部分が

先にあったのと、公民館の問題もありましたので、委員の皆さんのご意見を聞

くことは非常に大事にしてきたつもりでした。この委員会自体、基本構想につ

いては令和５年度末を一応目処としていました。基本計画に入ってからは一年

ぐらいです。でもやはり、いろいろ委員の皆さんの意見を引き出さないといけ

ないということで、かなり延長をさせていただきました。それでもどうしても

まとまらない時はあると思いますけれども、そういった形で、うちの方から提

案したものもたくさんあるとは思います。それは一つの選択肢としてお渡しを

したと思っています。今ご発言いただいた中には、「市が出したこの計画では

ちょっと賑わいはあるのかな」とうような意見もありましたが、そこを認めて

いただくというような委員会ではなかったのかなと私は思っていたのですけれ

ども、今後委員が言われるように、いろいろなご意見の中で実現ができるもの

は努力をして、様々な意見がありますので正直言って両極端の意見もあるわけ

です。それをどうまとめていくかというのは非常に難しいことではありますけ

れども、どうしても自分の意見が通らなかったとなる場合も、やはりあるとは

思います。 

 

それはわかりますよ。絶対自分の意見を通せといっているわけではありませ

ん。 

 

そこは総合的に市の方で判断をさせていただきながら進めてまいりたいと思

います。すみません。批判的な回答になってしまい、非常に申し訳なかったで

す。 

 

いやいや、そういうのはあって当たり前ですよ。あなたたちはこのような進

め方で、私たちは今日で最後だと思って言っているし、後になって「ちょっと

おかしかったのかな」とか、疑問に思うことはあると思います。ただ、言いた

いのは、「そこに広場を作るなら公民館も造ってください」ということです。 

 

話は逸れますけども、前回もそういった話をいただきましたので、やはり建

物を建てるとなると、小さい施設でも３億円ほどかかります。庁舎の１階のス

ペースを使ってもらったり、保健センターで検診がない時にはそこを開放して

使ったりして、運営面について今後どういった形で使ってもらうかを市民の方

に提案をしてもらうのが非常に重要なところだと思います。そこら辺に焦点を

当てて今後はヒアリング等をやっていくべきかと思っています。 

 

余計、区長さんたちに説明をしっかりしてもらわなければならない。私のと

ころは区長さんが忙しいので大変だと思います。ただ、区長さんによってもい

ろいろな人がいて、何も言わない人もいれば住民の意見を聞こうとする人もい

ます。でもやはり考えた人しか言いません。自分の大切な時間を使って、また

集まりたくもない。そのあたりも含めて前向きにお願いいたします。 

 

また最後にご意見は賜るとしまして、住民説明会の報告と概要版ついて、

２、３連続でご説明をお願いします。 

 

【事務局による説明】 
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２、３のご報告という形になるかと思うのですが、一年かなりご意見があっ

たわけで、１、２、３全部含めて最後となります。いろいろ思いとか、「こん

なはずでは」とかあるのかもしれませんが、最後またご意見賜りたいと思いま

す。  

一つ、この委員会を運営していく中で、皆様と同じ目線でやってきたつもり

なのですが、先ほど「新しい建物が建たないという」ご意見があったので、一

つ解説をさせていただきます。最初に事例が出てきたのは、そもそも「利活用

とは何か」というところで、皆さんがなかなか考えにくかったので、事務局の

方からご紹介があったかと思います。あれを真似するということではなくて、

「そういうことをやるんだよ」ということで、基本構想の段階ではそういう話

をさせていただいたと思います。基本計画になる段階で、ある程度細かく何を

するかとか、中央公民館は利用できないということで、広域的に物事を考える

という段階の中で、Ａの方の質問に「戦略がない」と書かれていましたが、実

は大きな戦略がありまして、「新しい建物を造らずに、ある建物をうまく使っ

ていこう」、超高齢化社会と同時に財政難が待っているという中での一つの枠

組みであります。そういったものが根底にある中での基本方針というのがござ

いますので、その基本方針を踏まえての今回の検討委員会だったと私は解釈し

ております。なので、皆さんに「こういう機能が欲しい」というのはどんどん

言っていただいて、「入れられるものはどんどん入れていきましょう」という

ような進め方をさせていただいた次第でございます。 

最終的には、委員の意見は非常に重たいのですけども、ただ新しい物を造る

となると、新庁舎でもですが、先ほど事務局からもありましたように、本当に

その建物が必要かとか、造るけど何に使うのかとか、財政的にどうかとか、サ

ステナブルでずっと使えるものかとか、災害浸水区域だけど本当に大丈夫だと

か、多分今回の利活用以上の検討が必要になってくると思います。なので、先

ほど「切り離して」ということですので、この利活用をやった上で不便、例え

ば「３階にある公民館がやっぱり１階に欲しい」とか、「３階不便」とか、そ

ういったものは建物の増築とか改築とかいう手段もございますので、もしかし

たら新しくするよりは、比較的スムーズにいく可能性もございますので、まず

はこの利活用ということをしっかり踏まえて考えていきましょう。基本理念、

戦略もあります。ただ戦略という言葉は自治体の方でしか使いません。民間で

あればストラテジーという言葉で、いろいろマーケティング戦略とかよく言う

のですが、一応自治体なので、基本方針、コンセプト、その中で進めていくこ

とになろうかと思います。なので、それを読み解くかどうかは別ですけども、

あくまでもこの塩田庁舎、嬉野に移転しまった後の行政サービスは、まず確保

しましょう。それ以外は広域的に考えるときに、ここを安全性確保のために公

民館とするなど、段階を追って検討していきたいと思います。なので、今後は

機能、利便性ということになったら、今ある施設とか、そういったもので、ど

ういった設備、どういった配置、どういった面積が最適かっていうのが、今度

基本設計のところで反映されてくると思いますので、今日皆さんのお話になっ

たことは決して無駄ではなくて貴重な意見ですので、「そういった意見を聞い

た上で設計してくださいよ」というふうに申し送りがあると思いますので、ぜ

ひ、この基本計画まで参加された委員の皆様は、ぜひ利活用が開始されるまで

しっかり見ていただくというか、温かく見守っていただき、時には厳しく意見

を言うなど、そういう関わり方をしていただければいいと思います。決して委

員から言われたようにいろいろ反映されないということではなくて、「こうい

う風に思ってたんだから、ちょっとそこを考慮した」というのは、今日意見を

言っていただいたことでは非常に良かったのかと思います。委員の言葉も、

「平屋欲しいな」って言い続けることで、もしかしたらこの検討の後に平屋が

増築される可能性がゼロとは言えません。自治体が建物を造る時の、民間の方

の意見の反映は非常に難しく、１００人いれば１００意見あります。実は自治

体さんの上に国の戦略もありますので、行政があまりにも建物を持ちすぎると

いうのは、今後財政難になって非常に難しい。その中でどううまく市民の方に

サービスを提供していけるかというのも戦略であり、この中には実は戦術まで

含まれていますので、戦術は民間の力を借りるとか、発注形態を変えるとか、

そういったものが揃った計画になっていますので、言葉としてはないだけで、

そこは読み解いていただいて、ご理解いただければなと思います。その中で最
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初にあったような意見交換は非常に重要なことでございますので、ぜひぜひ今

後とも続けていただければよろしいかと思います。 

そういうふうに私は思っていましたので、この計画がどこにでもある計画と

いう風に思わないで、皆さんが一生懸命２年かけて考えて、意見を出した結果

だと捉えていただくと非常にありがたいかなと私の方は思います。まだできて

いるわけじゃない。まだ設計が待っていますので、せめて機能はこれをよこせ

とか、面積はこれだけよこせとか、ご意見は引き続きいただいていいのかなと

思います。ということで、総括的にこの２年間を振り返ってみての先ほどの委

員の意見は非常に貴重で、今後の委員会の中に非常に重要なプロセスですの

で、そこも含めて最後、ご意見をどうでしょうか。最後なので、皆さん一人一

言ずつとかどうでしょうか。どうぞ。 

 

施設を造らないのなら、結局使えるところは保健センターなのですが、保健

センターに入った途端に雰囲気的に病院なので、建物の中身を全部外して、建

てているものは残してオープンスペースで使えば入りやすいし、使いやすい

し、何でも使えるが、あの状態だったら病院に来たイメージになる。 

 

保健センターなので、あえてそうなっているのかもしれないです。 

 

昔はオープンなところで病院の先生は全部診察していたのですよね。だか

ら、絶対建物に仕切りをつけなければいけないわけじゃないから、全部外して

しまえば何にでも使えると思います。 

 

そういうのも財政を節約して利用することで残ったお金で改築ができるかも

しれないですね。本当にいろんな考え方があるので、どれがベストというのは

誰も言えないので思ったことを言っていただければと思います。どうでしょ

う、皆さん。 

 

概要版について、このレイアウトこれで出されるかと思いますけど、ちょっ

と字が小さく見えるので２枚に分けてというようなことは検討できないです

か。この内容はこれでいいので。 

 

レイアウト調整してできるだけ大きくしたつもりだったのですが、まだ小さ

かったでしょうか。 

 

ちょっと高齢者には見えにくい。 

それともう一点だけ、庁舎の上の方の構想は確かに立派なものができました

が、駐車場の整備については、やはり駐車場が今昼間でも暗い。イメージ的に

怖いようなところだと住民から思われていると思います。そこら辺の整備につ

いても、今後、基本設計あたりに盛り込んで、例えば太陽光を利用して照明を

明るくするとか、柱のところに反射材とかをつけるような、金はあんまりかけ

られないでしょうが、ぜひ考えていただければと思いました。 

 

各区へ配布されると思いますが、この事業内容及び事業手法の検討というこ

とで、ＤＢ方式とか、ＤＢＯ方式とか、いろいろありますが、これに関しては

市民の方はあまり関係ないというか、理解するのはちょっと難しいのではない

かなと思います。この委員会に参加して、私も初めてこういうふうな発注方法

があるということを聞いたわけですが、これに関して市民も方は「どういうも

のができる」ということが分かればいいので、発注がどうこうというのはあま

り関係ないことだと思う。ですから、あまり難しいことは割愛してしまった方

がいいのではと、私は個人的に思います。 

それと民間事業者のサウンディング調査については、「サウンディングって

なんですか」と多分聞かれると思います。こういうのを「民間事業者への調

査」とか、分かりやすい文言を使っていただかないと、非常に専門用語を使わ

れると、住民の方は分かりづらくて区長とかが困ると思います。その辺も踏ま

えて、一般の方が分かりやすいように、もうちょっと見やすいように大きくす

るなどしてください。どこが必要なのかというのは、私もこの住民説明会に出

席したのですが、やはり皆様方が心配されているのは、「中央公民館がなくな
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るというのをその時初めて聞いた」とか、そういうふうなことです。「じゃあ

公民館はどうなるのか」ということを、後でそこで参加されていた方と話をし

ておりました。ですから、そういうふうな直接関係するようなものについて重

点的に書かれた方が一番いいと思います。「窓口は今の窓口以上のサービスを

やりますよ」とか、「今、利便性としては不便をきたすことはありません」と

いうふうなことを計画されておりますので、一応住民の方が一番心配されてい

るのは窓口だと思います。それが一番大事でしょうし、中央公民館がなくなる

ということを２番目に心配されている。中央公民館を利用されていた方がどう

いうふうな施設になるのかわかるように、もうちょっとわかりやすくポイント

を置いて現状案として出された方がよくはないでしょうか。 

また、来年の１０月ぐらいに新庁舎ができて、それからまたそういう経過が

ありますので、そこまでの時間がありますから、いろいろ検討できることもあ

ると思いますので、そういうふうなところで、もう一回ちょっと作り直され

て、出していただければ幸いかと思います。 

 

今おっしゃっていたように、このまま配っていただくのはありがたいことだ

と思いますが、やはり見て「ある程度こうなるんだな」というのは、わかりや

すく説明をしたのが一番いいかと思います。普通の人でもパッと見てある程度

分かるのがいいかなと思います。 

 

１階、２階、３階とこういうのが入るという図案が示されていて、まだこの

状態では「心地のいい空間になるのかな」と思いますが、事務局の方が心地の

いい空間について日常的な賑わいを念頭に置いて考えていらっしゃるとのこと

だったので、それはすごく楽しみだなと感じております。 

 

今日で１８回目になるのだと思いながら、初めはよく自分も意見を言ってい

たと思うのですが、最初に利活用となった時に、「機能を考えると、周辺の公

の施設のことも考えた上で、機能を考えていかないといけないんじゃないです

か」と言ったのを自分で覚えているのですが、その後に、中央公民館が耐震で

だめたからとか、楠風館のリュッケさんをこっちにとか、そういう話がどんど

ん出てきたような気がします。 

私の中で葛藤はあったのですが、こういう施設について理想がいっぱいある

なかで、どこまで実現するかといった時に、やはりお金の問題は絶対外せない

ので、そこをどこまで要望を通すかという問題があると思います。とにかく少

しでも私たち市民が利用して心地よい空間になれるような施設を造っていただ

きたいというのが本当の思いで、そこを一生懸命、お金の面とかあると思いま

すが、市役所の方で頑張っていただきたいなという思いです。 

 

計画段階ではいろいろな意見を聞いて、いろいろなことができるのだなと思

っていましたが、途中でやはり中央公民館が入りましたので、先ほど意見され

ましたが、本当に割り当てだけになってしまうのかという気がいたします。 

そして、街並みも作っていただきました。トイレを要望した時に、街並みテ

ラスを作ってもらいましたけど、やはりすごくいいです。できたらいいです

ね。そして、管理はどうするのかと思っていますが、本当に観光の方にはなく

てはならない建物になっていると思いますので、やはりやってみないとわから

ないというのもあると思いますので、いっぱい入ったらやっぱりそれで不都合

が出てくると思います。その時にまたいろいろ考えていただいたら、すごくあ

りがたいと思っています。 

 

実は一番のパブリックコメントの回答については、皆様の承認事項になって

おりまして、一応これで回答するということは皆様ご承認いただいてよろしい

ですか。「この回答じゃなくて、こういう回答したら」とかがあれば、さっき

Ｇだけ気になって確認しましたけども、それ以外は大丈夫ですか。これに対し

てまだご質問がある可能性があるのですが、質問についてはこの回答で承認と

いうことでよろしいでしょうか。皆さん、承認ということで、ありがとうござ

います。 

次は、③の概要版について委員からも意見が出ましたので、回答の方をお願

いしていいですか。字を大きくするとか、要約するとか。 
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今回、計画の概要版ということで、基本計画の説明概要という感じで作りま

した。皆さんが知りたいのは、この裏だというのはよく分かっていたのです

が、前回ご説明しているように、「全体がこうなって、最終的にこうなりまし

た」という経緯をご説明するために作りましたので、お話があるように「裏の

左上はいらない」「ここは気にしない」ということであれば、私もそうかなと

思っています。ここをどうしようかと思っています。 

 

出来れば３１ページをそのまま使えばいいのではないでしょうか。 

 

そこは見せ方の問題にはなるのですが、アンケートの結果も削って、ここを

大きくします。ここが知りたいというのはわかっていたのですが、概要版とし

て作らせていただいたところでした。説明は抜粋で、後の作りは事務局に任せ

てください。字はできるだけ大きくしますので。 

 

見てもらわないと意味がないと思うので、肝心な部分だけでいいと思いま

す。 

 

概要版という形で、やはり計画のポイントを押さえていかなければならない

ということでの概要版を作ったのですが、概要版じゃなくて知りたいポイント

の抜粋版みたいな感じでやるのですか。 

 

そしたら、もらった人が関心を持ってすぐに見ると思います。 

 

報告書の概要版でしょう。 

 

そうです。 

 

やはりそうじゃなくて、「こういうふうになります」という情報があった方

がいいと思います。 

 

ここに書いてあるのは、一連の流れとしてやはりピックアップして説明をし

なくてはいけないということでの概要版です。 

 

では概要版は、委員の承認ということではなくて、一応事務局に一任という

ことでまとめさせてください。それでは、①②③が終わったので、④の今後に

ついて、事務局ご説明お願いします。 

 

【事務局による説明】 

 

今の報告について質問等はございませんか。 

ではその次、その他何かありますでしょうか。よろしいですか。 

では、本日の議事はすべて終了いたしました。今日の委員会もそうですが、

１８回にわたる全ての委員会が終了しましたので、皆さん本当にお疲れ様でし

た。最後にやはりいろいろな意見が、振り返ってみればこうだったという意見

もあると思いますので、それは引き続き市の方にどんどんご要望をしていただ

きたいと思います。 

 

冒頭に市長がご挨拶をさせていただいて、この委員会の委員の皆様にお礼を

申し上げたところですけれども、最後となりましたので、改めまして塩田庁舎

等利活用検討委員会の最終回にあたり、一言ご挨拶を申し上げたいと思いま

す。皆さんご承知のとおり、本委員会での塩田庁舎等利活用の検討につきまし

ては、行政運営の一本化、庁舎の統合、この基本方針が決定しましたのを受け

まして、新庁舎建設と並行して、市としての最重要課題というような位置づけ

で事業推進を図ってまいったところでございます。 

委員長におかれましては、有識者として本委員会での議論をスムーズに、か

つ分かりやすく先導をしていただきました。また、各委員におかれましては、

各地域コミュニティとか、あと各種関係団体の推薦、選出というところで、そ
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れぞれ個人的な意見や考え方もおありのところ、市全体のことも全体的に見て

いただいて、その中で総合的にご判断をいただき、本基本計画の取りまとめを

いただいたものと思っております。委員会におきましては、令和５年１月にこ

の委員会設置をしまして、２年目からは計画の策定ということで、合計１８

回、２年１０か月と長きに渡って塩田庁舎の利活用に関しましての基本構想、

基本計画の策定まで慎重審議をいただきまして、誠にありがとうございまし

た。今後、本計画に掲げる地域交流の拠点という部分を具現化するために、よ

り一層の事業推進を図ってまいることになります。皆様方におかれましては、

今後とも事業へのご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げまして、お礼

のご挨拶をさせていただきます。どうもありがとうございました。皆さんお疲

れ様でした。 

 

閉会ということでよろしいでしょうか。どうもお世話になりました。ありが

とうございました。 

 

以上 

 

 


